
平成３０年度 都市部長の目標宣言 

 

部長メッセージ                都市部長  重田 浩光 

本市は、小田急線の複々線化に伴うダイヤ改正により、伊勢原駅停車のロマンスカーや、 朝のラッシュピーク

時における新宿方面への快速急行の増発など、都心方面とのアクセスが、ますますスムーズになりました。 

また、新東名高速道路の（仮称）伊勢原北インターチェンジ開通に向けた整備が進められ、 広域幹線として

のネットワークが強固なものとなる日も間近となっています。 

こうした中、更に「人」「モノ」が行き交う場所として、首都近郊都市としての本市の位置付けは高まっていくもの

と考えています。 

 都市部所管事業の取組に当たっては、こうした好機を捉え、より住みやすく、働きやすい都市、また、様々な 

世代が快適に暮らせる都市づくりに、着実に結びつけていきたいと考えています。 

 平成３０年度は、第５次総合計画後期基本計画の初年度に当たります。気持ちを新たに、これまで以上に、 

「市民目線」「現場主義」を基本としながら、前期５年間で獲得した成果を礎に、「しあわせ創造都市いせはら」の

実現に向け、積極的に取り組んでまいります。 

部の主な役割 部を構成する課等 

・都市計画・土地利用計画の企画及び調整 

・バスや鉄道などの公共交通対策 

・景観まちづくりの推進 

・公園緑地・市営住宅の整備及び維持管理 

・民間開発事業等の調整及び空き家対策・木造住宅の耐震対策 

都市政策課 

みどり公園課 

建築住宅課 

 

 

部の取組方針 

１ 

【快適で、個性と魅力あふれるまちづくりを推進します】 

・社会経済情勢の変化を柔軟に受け止めることができる、持続可能なまちづくりとともに、多様な地域資源

を生かした個性と魅力あふれるまちづくりを推進します。 

 

２ 

【地域に愛され、誰もが楽しめる公園づくりを推進します】 

・地域に愛される公園づくりのために、市民による公園愛護会活動の拡大を推進します。 

・多世代の市民が集い、楽しめる場として、既存公園の計画的な維持管理に努めるとともに、総合運動公

園の再生修復や防災機能など新たな機能を付加した公園整備を推進します。 

 

３ 

【施設の長寿命化や木造住宅の耐震対策を推進します】 

・老朽化した公園や運動施設及び市営住宅の「安全・安心」を確保するため、計画的に施設等の長寿命

化対策を推進します。 

・大規模地震時の減災対策として、木造住宅の耐震化を推進します。 

 

 

 

 



具体的な取組と達成目標 

N0. 
取 組 名 

（担当課名） 
取 組 内 容  達 成 目 標  

1 

立地適正化計画の

策定 

（都市政策課） 

・都市マスタープランに示す「集約型都市

（コンパクトシティ・プラス・ネットワーク）」の

実現に向け、市街地における居住環境や

医療・福祉・商業などの都市機能の誘導

に関する方針を定める「立地適正化計

画」の策定に取り組みます。 

【目標値】 

・中心市街地を形成する都市機能を誘

導していく区域（都市機能誘導区域）の

明確化 

2 

伊勢原市景観計画

の推進 

（都市政策課） 

・大山地区において、神奈川県屋外広告

物条例に基づく「広告景観形成地区」や、

伊勢原市景観条例に基づく「景観重点地

区」の指定に取り組みます。 

【目標値】 

・大山バイパス沿道等における広告景観

形成地区の指定 

・景観まちづくりの取組指針となるガイド

ラインの地元共有 

3 

市民参加・協働に 

よる公園づくり 

（みどり公園課） 

・公園愛護会活動に対する支援制度や

活動内容を啓発することで、より多くの公

園愛護会の設立を進めます。 

・（仮称）桜台方面公園の整備及び多世

代の市民が楽しめる場として、総合運動

公園の再生修復整備を進めます。 

【目標値】 

・３団体以上の公園愛護会の新規設立 

（平成２９年度末 ６８団体） 

・（仮称）桜台方面公園の供用開始 

・総合運動公園再生整備に伴う詳細設

計の実施 

4 

施設の長寿命化 

対策 

（みどり公園課） 

（建築住宅課） 

・都市公園を市民等が安全に安心して利  

用できるよう、老朽化した公園遊具や 

スポーツ施設の改修等を進めます。 

・また、市営住宅についても、安全に安心

して使用できるように、長寿命化対策の取

組を計画的に進めます。 

【目標値】 

（公園関係） 

 ・鈴川公園 野球場観覧席改修工事

の実施 

 ・鈴川公園 プールフェンス改修工事

の実施 

（市営住宅関係） 

 ・峰岸住宅２号棟 屋上防水・外壁改

修工事の実施 

5 

木造住宅耐震化の

推進 

（建築住宅課） 

・大規模地震時の被害を最小限に抑える

ため、木造住宅の耐震診断・耐震改修及

び除却に対して、補助金を交付し、耐震

化を進めます。 

【目標値】 

・耐震診断等補助件数 １０件 

 


